
住　所

氏　名 印 年齢 歳 性別 男・女

生年月日

職　業

経　歴

欠格事項（参考条文）
農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）
第8条４　　次の各号のいずれかに該当するものは。委員となることができない
（１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる
　　　までの者

別紙様式３

恵庭市農業委員応募届出書
恵庭市長　様

         恵庭市農業委員の募集に対して、下記のとおり応募します。

２．応募の理由

認定農業者または準ずる者に該当するか否かの別 該当　・　非該当

令和　　年　　月　　日

１．応募する者に関する事項

農業経営の概況

記

　　　　－　　　　－　　

　昭和　・　平成　　　　年　　　　　月　　　　　日

法に規定された欠格事項 該当　・　非該当


